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船舶事故調査報告書 
 

                            平成２７年１０月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月１６日 ０９時１２分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市梶
かじ

取
とり

ノ
の

鼻
はな

北北東方沖 

 来島
くるしま

梶
かじ

取
とり

鼻
はな

灯台から真方位００７°３,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０８.７１′ 東経１３２°５３.７８′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 DYNA
ダ イ ナ

 CAMELLIA
カ メ リ ア

（中華人民共和国香港特別行政区籍）、５

２,９５７トン 

   ９３８１１９６（ＩＭＯ番号）、DYNA WORLD STEAMSHIP(HK) 

LIMITED 

   ２３４.９４ｍ×４３.００ｍ×１９.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１１,９００kＷ、２００７年１月２３日 

Ｂ プレジャーボート P
ピー

&
アンド

B
ビー

Ⅱ、５.６トン 

   ２８１－４１３８８愛媛、冨士鉄工株式会社 

   ９.８４ｍ（Lr）×２.８５ｍ×１.１７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２２８kＷ、平成２０年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（台湾籍） 男性 ５７歳        

   甲板高級船員一級（中華人民共和国香港特別行政区発給） 

    交付年月日 ２００７年１０月２日 

          （２０１６年７月２０日まで有効） 

  航海士Ａ（台湾籍） 男性 ２５歳 

   甲板高級船員三級（中華人民共和国香港特別行政区発給） 

    交付年月日 ２０１４年６月１３日 

          （２０１６年１２月３１日まで有効） 

  水先人Ａ 男性 ６２歳 

   内海水先区１級水先人水先免状 

    免 許 年 月 日  平成１９年２月７日 

    免状交付年月日 平成２４年１月１６日 

    有効期間満了日 平成２９年２月６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 
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   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５４年１月２６日 

    免許証交付日 平成２２年７月８日 

           （平成２８年５月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に亀裂及び擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１８人（中華人民共和国籍１６

人、台湾籍２人）が乗り組み、船長Ａが操船指揮をとり、水先人Ａが

水先を行い、航海士Ａが機関操作に、操舵手が手動操舵にそれぞれ当

たり、来島海峡航路中水道を北進した。 

 航海士Ａ及び水先人Ａは、来島海峡航路西口を通過し、梶取ノ鼻北

北東方沖を約１４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南

西進中、平成２６年１１月１６日０９時０８分ごろ、左舷正横約１,

６００ｍに南西進するＡ船より速いＢ船を視認した。 

 水先人Ａは、０９時１１分ごろ、Ｂ船がＡ船の左舷前方で右転して

いることを視認したが、Ａ船とＢ船との船間距離及びＢ船の速力か

ら、Ｂ船がＡ船の船首死角に入るような態勢で船首方を通過するもの

と思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

 Ａ船は、水先人Ａが、Ａ船の右舷側に出たＢ船に異状がないように

見えたものの、０９時３０分ごろ、海上保安庁からＢ船との衝突があ

ったことを告げられ、愛媛県松山市安居
あ い

島東方沖に錨泊した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、梶取ノ鼻北北東方沖を約２０～

２５kn の速力で手動操舵により愛媛県松山方面に向けて南西進した。 

 船長Ｂは、操縦席に腰を掛け、下を向いて作業を行いながら操船

中、ふと船首方向を見たところ、右舷船首方にＡ船が接近しているこ

とに気付いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが急いで左舵を取ったが、Ｂ船の右舷船首部とＡ船

の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、海上保安庁に本事故の通報を行い、航行を続けるＡ船を

追い掛けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮流 流向約２３０°、流速約２.３kn 

 その他の事項 

 

 水先人Ａは、過去に４回Ａ船に乗船して水先を行ったことがあった

が、本事故当時の乗組員との乗船は初めてであった。 

 船長Ａは、出港時から在橋していたが、来島海峡航路西口手前で降

橋し、本事故時には在橋していなかった。 

 水先人Ａは、Ｂ船に対してモーターサイレンでの信号を行っていな
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かった。 

 水先人Ａは、Ａ船乗組員と英語でコミュニケーションをとっていた

が、本事故当時、航海士ＡとＢ船についての情報交換をしていなかっ

た。 

 水先人Ａは、Ａ船の右舷方に出たＢ船を双眼鏡で確認した際、Ｂ船

のハンドレールなどに損傷が見られなかったので、Ｂ船は安全にＡ船

の船首方を通過したと思った。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、梶取ノ鼻北北東方沖を南西進中、水先人Ａが、右転してＡ

船に接近するＢ船に気付いた際、Ｂ船がＡ船の船首死角に入るような

態勢で船首方を通過するものと思い、南西進を続け、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 水先人Ａは、Ａ船の右舷方に出たＢ船を双眼鏡で確認した際、Ｂ船

のハンドレールなどに損傷が見られなかったことから、Ｂ船は安全に

Ａ船の船首方を通過したものと思い、右舷船首部の亀裂などに気付か

なかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、梶取ノ鼻北北東方沖を南西進中、船長Ｂが、下を向いて作

業を行いながら操船し、Ｂ船が右転してＡ船と衝突したものと考えら

れるが、船長Ｂから十分な情報が得られなかったことから、その状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、梶取ノ鼻北北東方沖において、Ａ船及びＢ船が共に南西

進中、Ｂ船が右転し、Ａ船とＢ船とが衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船の注意を喚起するために必要があると認める場合には、音響 

信号や発光による信号を行うこと。 

 ・航行中は、周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図 1 事故発生経過概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

事故発生場所 

（平成２６年１１月１６日 

０９時１２分ごろ発生） 

来島梶取鼻灯台 

Ａ船 

Ｂ船 

09:11 

09:10 

09:09 

09:08 

09:07 

09:06 

09:05 
09:04 09:03 09:02 09:01 

09:08 ごろ 

09:11 ごろ 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

(°) 

対地速力 

(kn) 

09:05:53 34-09-37.6 132-55-06.4 232 243 13.7 

09:06:29 34-09-33.2 132-54-58.0 229 236 13.6 

09:07:00 34-09-29.1 132-54-51.1 228 233 13.7 

09:07:30 34-09-25.1 132-54-44.9 228 231 13.8 

09:08:01 34-09-20.4 132-54-37.9 228 230 14.0 

09:08:25 34-09-17.0 132-54-32.9 228 229 14.1 

09:09:00 34-09-11.7 132-54-25.5 228 229 14.3 

09:09:30 34-09-06.7 132-54-18.5 228 228 14.4 

09:10:06 34-09-00.9 132-54-10.6 228 228 14.6 

09:10:30 34-08-57.1 132-54-05.5 228 228 14.7 

09:11:01 34-08-51.8 132-53-58.4 230 227 14.8 

09:11:25 34-08-47.9 132-53-52.9 232 229 14.9 

09:12:00 34-08-42.4 132-53-44.8 232 230 15.0 

09:12:36 34-08-37.0 132-53-36.9 234 230 15.0 

 

（注） 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方 

位は真方位である。 
 

 


